
 

Ｑ１ 要介護状態区分変更後のサービス提供設定の変更⽅法                            
■利⽤者の要介護状態区分が変更になりました。週間サービス計画表のサービス提供設定は、どのように変更す

ればいいですか。 

■サービス追加時に、介護または予防を選択することができません。 

■Ａｎｓｗｅｒ 
新しい認定情報は事前に、メニュー【業務受付】→【利⽤者台帳】画⾯→【介護認定情報】画⾯で登録してくださ
い。 
週間サービス計画表での変更は、以下の⼿順で⾏ってください。 
（１）メニュー【サービス計画】→【サービス計画書】画⾯で[履歴追加]ボタンをクリックし、新しい履歴を作成します。 

その際の適⽤開始日は、新しい認定の認定開始日の日付を指定してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「サービス計画書（１）」タブ、「サービス計画書（２）」タブ、「週間サービス計画表」タブのそれぞれで、
[記録追加]ボタンをクリックし（記録日は任意の日付）、[複写]ボタンのクリックで最新の情報を複写します。 
複写後、変更が必要な個所は変更し、[登録]ボタンのクリックで登録してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜 次ページへ続く 〜  

認定開始日の日付を⼊⼒し 
[確定]ボタンをクリック。 

Point︕ 
サービス計画書の履歴追加の際に、サービス計画書（１）、サービス計画書（２）、週間サービ
ス計画表を一括で複写することも可能です。 

Point︕ 
要介護から要⽀援、または要⽀援から要介護に変更になった場合には、「週間サービス計画表」タ
ブでは複写は⾏わず[サービス追加]ボタンのクリックでサービスを追加してください。 

また、（３）の操作は不要です。 



（３）「週間サービス計画表」タブの[サービス提供設定]ボタンをクリックし、表示された【サービス提供設定】画⾯で、
ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 

 
下記のメッセージで[はい]ボタンをクリックすることで、「計画作成時の要介護度」が新しい要介護状態区分
に変更されます。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更後は、[更新]ボタンをクリックし、「週間サービス計画表」タブで[登録]ボタンをクリックし登録してください。 
 
           

           
           
           
           
           
            

新しい介護度に変更されます。 

Point︕ 
要介護状態区分の変更が、要介護１から要介護５の範囲での変更や、要⽀援１と要⽀援２の
変更の場合は、利⽤票一括作成処理や月間展開処理では、自動でサービスコードを変換します。 
つまり、利⽤者台帳の介護認定情報が正しければ、サービス予定実績画⾯で再展開をするだけ
で、正しい利⽤票/提供票を再作成できます。 
（但し、総合事業のサービスや一部の加算を除きます） 


